
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 4 1 2 3 4 5 6 7

4 2 2 3 4 5 6 7 8 10 1 8 9 10 11 12 13 14

3 9 10 11 12 13 14 15 2 15 16 17 18 19 20 21

月 4 16 17 18 19 20 21 22 月 3 22 23 24 25 26 27 28

1 23 24 25 26 27 28 29 4 29 30 31 ＊ ＊ ＊ ＊

2 30 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

2 ＊ 1 2 3 4 5 6 4 ＊ ＊ ＊ 1 2 3 4

5 3 7 8 9 10 11 12 13 11 1 5 6 7 8 9 10 11

4 14 15 16 17 18 19 20 2 12 13 14 15 16 17 18

月 1 21 22 23 24 25 26 27 月 3 19 20 21 22 23 24 25

2 28 29 30 31 ＊ ＊ ＊ 4 26 27 28 29 30 ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

2 ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 3 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2

6 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 3 4 5 6 7 8 9

4 11 12 13 14 15 16 17 2 10 11 12 13 14 15 16

月 1 18 19 20 21 22 23 24 月 3 17 18 19 20 21 22 23

2 25 26 27 28 29 30 ＊ 4 24 25 26 27 28 29 30

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 31 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

2 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 1 ＊ 1 2 3 4 5 6

7 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 7 8 9 10 11 12 13

4 9 10 11 12 13 14 15 3 14 15 16 17 18 19 20

月 1 16 17 18 19 20 21 22 月 4 21 22 23 24 25 26 27

2 23 24 25 26 27 28 29 1 28 29 30 31 ＊ ＊ ＊

3 30 31 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

3 ＊ ＊ 1 2 3 4 5 1 ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 3

8 4 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 5 6 7 8 9 10

1 13 14 15 16 17 18 19 3 11 12 13 14 15 16 17

月 2 20 21 22 23 24 25 26 月 4 18 19 20 21 22 23 24

3 27 28 29 30 31 ＊ ＊ 1 25 26 27 28 29 ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2

9 4 3 4 5 6 7 8 9 3 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10 11 12 13 14 15 16 3 10 11 12 13 14 15 16

月 2 17 18 19 20 21 22 23 月 4 17 18 19 20 21 22 23

3 24 25 26 27 28 29 30 1 24 25 26 27 28 29 30

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 2 31 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

令和5年４月～令和6年３月

訓練入力日 ダブル認定



令和6年1月3日

令和5年12月20日

→令和6年1月8日

→令和6年2月12日

→令和6年1月1日

→令和6年1月2日

→

令和5年5月4日

→ 令和5年7月18日

令和6年1月9日

令和6年2月13日

令和5年12月25日

令和5年12月26日

令和5年11月22日

令和5年12月19日

令和5年12月18日

→

令和5年9月19日

令和5年10月10日

→令和5年5月3日

→

令和5年10月9日

→令和5年12月27日

令和5年12月25日

→令和5年12月26日

令和5年4月26日

令和5年4月27日

令和5年11月23日

認定日変更表

→

→

令和5年7月17日

→令和5年9月18日

→

令和6年3月19日

→令和5年12月28日

令和6年3月20日

令和5年12月26日

令和5年12月21日



→

→

→

→

→

→

→

→

→

→R5.12.28 R5.12.21

失業認定日の変更について

※ハローワーク田川以外の雇用保険受給者の方は、

管轄のハローワークへお問い合わせください。

変更前 → 変更後

R5.5.3 R5.4.26
R5.5.4 R5.4.27
R5.7.17 R5.7.18
R5.9.18 R5.9.19

R5.12.26 R5.12.19
R5.12.27 R5.12.20

R5.10.9 R5.10.10
R5.11.23 R5.11.22
R5.12.25 R5.12.18

ハローワーク田川


